
笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

1

2
10

第１章 総則

第１節 計画の目的及び基本理念

（略）さまざまな対策を組み合わせて災害に備え，災害

時の社会経済活動への影響を最小限にとどめる。

第１章 総則

第１節 計画の目的及び基本理念

（略）さまざまな対策を組み合わせて災害に備え，災害

時の社会経済活動への影響を最小限にとどめ，災害復旧や

災害からの復興に必要な事前準備を行うものとする。

県防災計

画に整合

9 表中

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

３ 指定地方行政機関

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

３ 指定地方行政機関

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

大阪管区気象台

岡山地方気象台

１ 気象，地象，水象の観測並びに（略）

２ 気象，高潮，波浪，洪水の警報・注意報（略）

３ 気象関係情報の内容の改善，情報を（略）

４ 航空気象観測施設の整備や（略）

5 気象庁が発表した気象に関する（略）

大阪管区気象台

岡山地方気象台

１ 気象，地象，地動及び水象の観測並びにその

成果の収集及び発表を行う

２ 気象，地象（地震にあっては，発生した断層

運動による地震動に限る）及び水象の予報

並びに警報時の防災気象情報の発表，伝達及び

解説を行う

３ 気象業務に必要な観測，予報及び通信施設の

整備に努める

４ 地方公共団体が行なう防災対策に関する技術

的な支援・助言を行う

５ 防災気象情報の理解促進，防災知識の普及

啓発に努める
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2

9 表中

県 防 災 計

画に整合

県 防 災 計

画に整合

11 表中

４ 岡山県及び県警察 ４ 岡山県及び県警察

岡 山 県 警

察 本 部 か

ら の 修 正

意見

６ 国又は県の洪水予報河川において（略）

７ 県や市町村，その他の防災関係機関と（略）

８ 市長村が行う避難指示等の判断（略）

中国四国地方環

境事務所

１ 廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及

び伝達を行う

２ （略）

３ （略）

（新設）

中国四国地方環

境事務所

１ 廃棄物処理施設及び火災により生じた廃棄物

（以下「災害廃棄物」という。）の情報収集及び

伝達を行う

２ （略）

３ （略）

中国四国管区行

政評価局

１ 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を

行う

２ 被災者への生活支援情報の提供を行う

３ 専用電話を備えた相談窓口や特別行政相談所

を開設する

県警察

笠岡警察署

5 行方不明者の捜索及び遺体の検視・死体調査，

身元確認等

県警察

笠岡警察署

5 行方不明者の捜索及び遺体の検視・死体調査，

身元確認等
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3

11 表中

５ 指定公共機関 ５ 指定公共機関

社 名 変 更

に よ る 修

正

16

1

2

下 2

第５節 防災に関する調査研究

１ 調査研究体制の確立

（略）

３ 危険地域の被害想定

（略）

また，土砂災害危険箇所の危険度を応急的に判断する

技術者の養成，（略）

第５節 防災に関する調査研究及び研究開発の推進

１ 調査研究体制及び研究開発の確立

（略）

３ 危険地域の被害想定

（略）

また，土砂災害警戒区域等の危険度を応急的に判断す

る技術者の養成，（略）

県 防 災 計

画に整合

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

西日本電信電話

株式会社

岡山支店

（略）

ＮＴＴ西日本

株式会社

岡山支店

（略）
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4

17 12

第６節 笠岡市の防災環境

１ 自然的条件

（２）気候

南の四国山地，北の中国山地の間にあって年平均

気温は 16.6 ﾟＣ，年降雨量 889.5mm と少なく，（略）

第６節 笠岡市の防災環境

１ 自然的条件

（２）気候

南の四国山地，北の中国山地の間にあって年平均

気温は 15.7 ﾟＣ，年降雨量 1055.1mm と少なく，（略）

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

27

2

第８節 防災ビジョン

１ 基本的な考え方

第８節 防災ビジョン

１ 基本的な考え方

語 句 の 適

正化

重点目標３：（略）

高齢者や障がい者，乳幼児などは要配慮者となりが

ちである。（略）

重点目標３：（略）

高齢者や障がいのある人，乳幼児などは要配慮者と

なりがちである。（略）
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5

29

下 7

第２章 災害予防計画

第１節 防災教育訓練計画

第１項 市民に対する防災意識普及計画

１ 基本方針

（略）

また，高齢者，障がいのある人，外国人，乳幼児，

妊産婦等の要配慮者に十分配慮し，（略）

第２章 災害予防計画

第１節 防災教育訓練計画

第１項 市民に対する防災意識普及計画

１ 基本方針

（略）

また，高齢者，障がいのある人，外国人，乳幼児，

妊産婦，セクシャルマイノリティ（性的マイノリティ）

等の要配慮者に十分配慮し，（略）

岡 山 県 県

民 生 活 部

か ら の 修

正意見

31

1

3

２ 対策

（３）ボランティア活動のための環境整備

防災ボランティアについて，自主性に基づきその支援

力を向上し，県，市，住民，他の支援団体と連携・協働

して活動できる環境の整備が必要である。

（略）

２ 対策

（３）ボランティア活動のための環境整備・連携体制の

強化

防災ボランティアについて，自主性に基づきその支援

力を向上し，県，市，住民，他の支援団体と連携・協働

して活動できる環境の整備が必要である。このため，ボ

ランティアの自主性を尊重しつつ，日本赤十字社，社会

福祉協議会，ＮＰＯ等との連携を図るとともに，災害中

間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，災害

県 防 災 計

画に整合
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6

31

9

12

ウ 防災ボランティアに対し，身近な地域において自治

体や他の団体との連携，災害時だけでなく，平常時の

減災のプログラムへの（略）

（新設）

時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよ

う，登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に

努め，その活動環境の整備を図る。

（略）

ウ 広報活動，啓発活動等を通じて，ボランティアによ

る防災活動に関する事業者及び国民の関心と理解を

深めるとともに，休暇の取得の促進その他のボランテ

ィアによる防災活動への国民の参加を促進する必要

な措置を講ずるものとする。併せて，身近な地域にお

いて自治体や他の団体との連携，災害時だけでなく，

平時の減災のプログラムへの（略）

エ 県及び市は，災害時（この項では復興期を含む。）

の迅速かつ円滑な防災ボランティア活動実施のため，

ボランティアの自主性を尊重しつつ，災害中間支援組

織，被災者支援に係る関係機関及びＮＰＯ・ボランテ

ィア等との平時を含めた連携体制の構築や，防災ボラ

ンティア活動に必要な行政情報，被災者ニーズや個人

情報などの共有等が適切に図られるよう努める。

県 防 災 計

画に整合

岡 山 県 県

民 生 活 部

か ら の 修

正意見
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7

31

12

18

22

26

エ（略）

オ（略）

カ（略）

（新設）

また，登録被災者援護協力団体との平時からの連携

強化に努め，活動環境の整備を図る。

オ（略）

カ（略）

キ（略）

ク 県及び市は，避難生活リーダー／サポーター等の避

難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティ

ア人材の育成・確保に努める。

項 目 新 設

に 伴 う 項

目 名 の 修

正

県 防 災 計

画に整合

32 下 7

（４）中央防災会議の災害被害を軽減する国民運動の推進

に関する基本方針

エ 防災意識の普及の際には，高齢者，障がいのある人，

外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者に充分配慮し，

地域において要配慮者を支援する体制が（略）

（４）中央防災会議の災害被害を軽減する国民運動の推進

に関する基本方針

エ 防災意識の普及の際には，高齢者，障がいのある人，

外国人，乳幼児，妊産婦，セクシャルマイノリティ（性

的マイノリティ）等の要配慮者に充分配慮し，地域に

おいて要配慮者を支援する体制が（略）

.

岡 山 県 県

民 生 活 部

か ら の 修

正意見
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8

36

下 13

下 13

第３項 防災訓練計画

２ 対策

（４） 新設

（４）総合防災訓練

第３項 防災訓練計画

２ 対策

（４）情報収集伝達訓練

県，市び防災関係機関は、災害時における迅速かつ

的確な情報収集の確保が図られるよう，様々な条件を

想定した情報収集伝達訓練を実施する。

県及び市は，災害時に国の新総合防災情報システム

（ＳОＢО－ＷＥＢ）や新物資システム（Ｂ－ＰＬo）

等に情報が集約されるよう，各種防災関連システムの

利活用の促進や操作習熟を図るため，研修や訓練の実

施に努める。

（５）総合防災訓練

県 防 災 計

画に整合

項 目 新 設

に 伴 う 項

目 番 号 の

修正
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9

37

4

表中

第４項 自主防災組織育成計画

１ 基本方針

（略）市は，日頃から，自主防災組織の育成強化を図

る。その際，女性の参画の促進に努めるものとする。

（略）

２ 対策

（１）組織の育成

第４項 自主防災組織育成計画

１ 基本方針

（略）市は，日頃から，自主防災組織の育成強化・活

動活性化を推進し，消防団と自主防災組織や防災士等の

多様な主体との連携等を通じて地域コミュニティの防

災体制の充実を図る。その際，女性の参画の促進に努め

るものとする。

（略）

２ 対策

（１）組織の育成

県 防 災 計

画に整合

時点修正組織数 会員数 備 考

婦人防火クラ

ブ
49 3,446人

令和 6年 10月
31日現在

地区自主防災

会
113 21,851世帯

令和 6年 10月
31日現在

組織数 会員数 備 考

婦人防火クラ

ブ
48 3,284人

令和 7年 10月
31日現在

地区自主防災

会
113 21,428世帯

令和 7年 10月
31日現在
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10

41
8

第５項 災害教訓の伝承

２ 対策

（２）啓発の推進

市民は，自ら災害教訓の伝承に努める。

（略）

第５項 災害教訓の伝承

２ 対策

（２）啓発の推進

市民は，語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ，防

災教育，慰霊祭等の開催，伝承碑の保存その他の方法に

より，自ら災害教訓の伝承に努める。

（略）

県 防 災 計

画に整合

43 下 2

第２節 防災業務施設・設備等の整備計画

第１項 市民に対する防災意識普及計画

２ 対策

（３）その他の施設・設備等の整備

保有施設現有数を拡充し，（略）位置付け，その機

能強化に努める。

（追記）

第２節 防災業務施設・設備等の整備計画

第１項 市民に対する防災意識普及計画

２ 対策

（３）その他の施設・設備等の整備

保有施設現有数を拡充し，（略）位置付け，その機

能強化に努める。

市は，地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害

用井戸・湧水として活用するための登録制度や，防災

拠点施設，指定避難所等における公共井戸の整備等で

代替水源の確保に努めるものとする。

上下水道所管課は，民間事業者との協定締結などに

県 防 災 計

画に整合
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11

より，発災後における上下水道施設の維持又は修繕に

努めるとともに，災害の発生時においても上下水道の

機能を維持するため，必要な資機材の整備等に努め

る。また，発災後に迅速に復旧できるよう，上下水道

システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所を

あらかじめ定めておくなど，上下水道一体となった対

応に努めるものとする。さらに，宅内配管についても

迅速に復旧できるよう，あらかじめ体制の構築に努め

る。

第３節 各種災害予防計画

第１項 水害予防計画

２ 対策

（２）河川等対策

イ 被害軽減を図るための措置

（ア）浸水想定区域の指定及び公表等

① （略）また中国地方整備局（岡山河川事務

第３節 各種災害予防計画

第１項 水害予防計画

２ 対策

（２）河川等対策

イ 被害軽減を図るための措置

（ア）浸水想定区域の指定及び公表等

① （略）また中国地方整備局（岡山河川事務
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12

46 下 16

下 12

所）又は県は，それぞれの河川について，円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため，想定しうる

最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区

域として指定し，指定の区域及び想定される水

深，浸水範囲等を明らかにして公表する。

市は，洪水浸水想定区域が指定されていない

中小河川について，河川管理者から必要な情報

提供，助言等を受けつつ，過去の浸水実績等を

把握したときは，これを水害リスク情報として

住民，滞在者その他の者へ周知する。

所）又は県は，それぞれの河川並びに住宅等の防

護対象のある全ての一級河川及び二級河川につ

いて，円滑かつ迅速な避難の確保を図るため，想

定しうる最大規模の降雨により当該河川が氾濫

した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想

定区域として指定し，指定の区域及び想定され

る水深，浸水範囲等を明らかにして公表する

市は，洪水浸水想定区域が指定されていない

中小河川について，河川管理者から必要な情報

提供，助言等を受けつつ，過去の浸水実績等を

把握したときは，これを水害リスク情報として

住民，滞在者その他の者へ周知する。

県 防 災 計

画に整合

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

13

53 13

第５項 林野火災予防計画

２ 対策

（１）山火事防止に関する啓発宣伝

山火事防止について，随時，地域住民の注意喚起に

努めるほか，毎年火災の多発する３月を「山火事防止

運動月間」に定め，啓発宣伝を行う。

（追記）

第５項 林野火災予防計画

２ 対策

（１）山火事防止に関する啓発宣伝

山火事防止について，随時，地域住民の注意喚起に

努めるほか，毎年火災の多発する３月を「山火事防止

運動月間」に定め，啓発宣伝を行う。

また，林野火災の出火原因の大半が不用意な火の取

扱いという人為的なものであることを鑑み，山火事予

防運動等の機会やＳＮＳ等の各種媒体を活用した火

の取扱いや不始末による出火の危険性等の周知によ

り，林野火災に対する市民の防火意識の高揚を図ると

ともに，林業関係者，林野周辺住民，ハイカー等の入

山者等に対する啓発を実施する。なお，啓発に当たっ

ては，多発期や休日前に重点的に行うなど林野火災の

発生傾向にも十分留意する。

市は，市内の自然条件等についての市民の正しい理

解を得るため，林野火災に関する広報資料の作成・周

知に努める。

加えて，市は，林野火災の未然防止と被害の軽減を

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

14

ア（略）

図るため，林野火災の発生危険度等に係る情報の発信

に努めるとともに，標識板や立看板，防火水槽，簡易

防火用水など防火思想の普及と初期消火のための施

設の配備を促進する。

ア（略）

53

下 11

下 10

（２）山火事防止の警戒措置

ア 警報伝達の徹底

市は，笠岡地区消防組合と連絡を密にし，（略）

地域住民への周知を図る。

（追記）

イ 火入れ指導の徹底

市長は，火入れにあたっては，（略）また，火入れ

（２）山火事防止の警戒措置

ア 警報伝達の徹底

市は，笠岡地区消防組合と連絡を密にし，（略）

地域住民への周知を図る。

市は，火入れの許可申請の徹底やたき火の届出情報

の消防本部における把握に取り組むとともに，火入れ

やたき火等を行う者が火災予防上必要な措置の徹底

を図るよう，適切な対応を行う。また，市は許可した

火入れの情報等を消防機関に共有する。

イ 火入れ指導の徹底

市は，火入れに当たっては，森林法（昭和 26 年法

県 防 災 計

画に整合

笠 岡 地 区



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

15

条例の制定について検討する。 律第 249 号）第 21 条等を厳守させ，笠岡地区消防組

合火災予防条例（昭和 55 年条例第 2 号）等の定める

ところにより，少雨や乾燥・強風等の気象状況に応じ

た林野火災注意報，林野火災警報及び火災警報が発令

された場合には，これを制限し，住民等に対する注意

喚起，警戒パトロール等も含めた防火指導の強化や火

の使用制限の徹底等の対応を行う。また，乾燥注意報，

強風注意報等発表時には，火入れの自粛を呼びかけ

る。

消 防 組 合

か ら の 修

正意見

53

下 4

下 2

ウ 巡視，監視の強化

市は，笠岡地区消防組合等の協力を得て，気象の状

況が火災予防上危険であると認めるとき，及び多発期

間中（12～３月），彼岸，行楽シーズン等山林へ多数

の人が出入りする時期には，山林の巡視及び監視を強

化し，火災予防上危険な行為の排除及び火災の早期発

見に努める。

（追記）

ウ 巡視，監視の強化

市は，笠岡地区消防組合等の協力を得て，気象の状

況が火災予防上危険であると認めるとき，及び多発期

間中（１～５月），彼岸，行楽シーズン等山林へ多数

の人が出入りする時期には，山林の巡視及び監視を強

化し，火災予防上危険な行為の排除及び火災の早期発

見に努める。

加えて，市は，笠岡地区消防組合が林野火災注意報，

林野火災警報及び火災警報を発令した場合には，住民

等に対する注意喚起，監視パトロール等の強化など適

切な対応を行う。

笠 岡 地 区

消 防 組 合

か ら の 修

正意見
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頁 行 修正前 修正後 理由

16

54

1

5

エ 防火施設の整備

市長は，防火帯，防火道，防火用水等の防火施設，

林道，消火資機材等の整備を図る。

オ 消防訓練の実施

市は，林野火災を想定した消防訓練を（略）その他

防災関係機関と協力して実施する。

（追記）

エ 防火施設の整備

市は，消火活動の円滑な実施のための防火林道や防

火性のある樹種の植栽等による防火林帯，防火用水等

の防火施設，林道，消火資機材等の整備等に努める。

オ 消防訓練の実施

市は，林野火災を想定した消防訓練を（略）その他

防災関係機関と協力して実施する。

消防機関は，広域応援など様々な状況を想定し，消

防計画や林野火災防御図等を活用した，より実践的な

消火等の訓練を実施する。

県 防 災 計

画に整合

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

17

54

9 （新設） キ 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え

林野火災は，ひとたび発生すると気象条件や地形，

飛び火の発生等で急激な延焼拡大等に至る場合があ

ること，気象状況の変化で延焼方向の急変や飛び火等

が発生するおそれがあること，その消火活動において

は，全体像の把握や，狭隘・急峻な林野内への進入・

放水活動に困難な場合があること，活動が長期化し多

くの人員を必要とすること等に留意して備えを行う

必要がある。このため，消防機関を始めとする県及び

市は，指揮体制の早期確立，速やかな応援要請，地上・

空中消火の連携を基本とした災害対応等の実施のた

めの備えを行う。

ク 通信手段の確保

市は，平時から災害時の情報通信手段の確保に努

め，その整備・運用・管理に当たっては，山間地での

利用を前提とした広範囲な情報連絡が可能な通信機

器の整備を促進する。

ケ 消火活動関係

（ア）消防機関は，林野火災を想定した消防計画や林

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

18

54

野火災防御図のほか，強風下の林野火災を想定した

飛び火警戒要領等の策定等を行い，効果的な消火活

動体制を整備するものとする。

（イ）市は，熱源探査を活用した効果的な延焼状況等

の把握や消火活動のため，熱画像直視装置や無人航

空機等の関連する資機材の整備を促進する。

（ウ）市は，林野火災においては迅速な初期消火が重

要であることから，消防団について，消防本部等と

連携した実践的かつ効果的な訓練の充実や，悪条件

下での情報伝達体制の強化，火災対応能力の向上に

必要な資機材等の充実等を図るものとする。

（エ）市は，林野火災用工作機器，可搬式消火機材等の

消防用機械・資機材の整備促進に努める。

（オ）市は，水利が限られる山間地での消火活動の実施

のため，自然水利の利用や消防用水の確保が可能な

車両等，林野内への送水や放水を可能にする資機材

の充実強化を図るとともに，建設業者等の所有車両

の活用に向けて連携を強化する。

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

19

55 12

第６項 土砂災害予防計画等

２ 対策

（１）土砂災害警戒避難体制の整備

ア 警戒避難対策

（ウ）土砂災害警戒区域等の巡回点検

（略）市及び消防本部等において巡回点検を行

い，その状況を地域住民に周知するなど必要な措

置を講じる。

第６項 土砂災害予防計画等

２ 対策

（１）土砂災害警戒避難体制の整備

ア 警戒避難対策

（ウ）土砂災害警戒区域等の巡回点検調査・周知等

（略）市及び消防本部等において巡回点検調査を

行い，その状況を地域住民に周知するなど必要な

措置を講じる。

県 防 災 計

画に整合

57

12

下 11

（２）急傾斜地崩壊防止対策

（略）

市長は，土砂災害警戒区域等地すべりのおそれのあ

る箇所を把握し，（略）

（４）土石流防止対策

（略）

市長は，土砂災害警戒区域等地すべりのおそれのあ

る渓流を調査把握し，（略）

（２）急傾斜地崩壊防止対策

（略）

市長は，土砂災害警戒区域等急傾斜地の崩壊のおそ

れのある箇所を把握し，（略）

（４）土石流防止対策

（略）

市長は，土砂災害警戒区域等土石流のおそれのあ

る渓流を調査把握し，（略）

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見
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頁 行 修正前 修正後 理由

20

57

下 2 （５）移転対策事業

（略）

イ がけ地近接等危険危険住宅移転事業

土砂災害特別警戒区域（見込み地含む）に存する既

存不適格住宅の移転を図る。

＜資料 1-10 宅地造成等規制法による指定区域＞

（５）移転対策事業

（略）

イ がけ地近接等危険危険住宅移転事業

土砂災害特別警戒区域（見込み地含む）に存する既

存不適格住宅の移転を図る。

＜資料 1-10 宅地造成等規制法による指定区域＞

岡 山 県 土

木 部 か ら

の 修 正 意

見

58

7

（６）盛土等による災害防止対策

県および市は，崩落の危険がある（略）発令基準

等の見直しが必要になった場合には，適切な助言や

支援を行う。

（追記）

（６）盛土等による災害防止対策

県および市は，崩落の危険がある（略）発令基準

等の見直しが必要になった場合には，適切な助言や

支援を行う。

＜資料 1-10 宅地造成等規制法による指定区域＞

岡 山 県 土

木 部 か ら

の 修 正 意

見
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21

58

下 2

第７項 道路災害予防計画

２ 対策

（２）道路防災対策

被災した場合に交通に支障の大きい橋梁等の交通施

設の整備と（略）法面保護工，落石対策工などの対策を

実施する。

（追記）

第７項 道路災害予防計画

２ 対策

（２）道路防災対策

被災した場合に交通に支障の大きい橋梁等の交通施

設の整備と（略）法面保護工，落石対策工などの対策を

実施する。

道路管理者は，自然災害発生後の道路の障害物の除

去（路面変状の補修や迂回路の整備を含み，また，雪

害においては道路の除雪を含む。）による道路啓開を

迅速に行うため，道路法等に基づき，協議会の設置に

よって他の道路管理者及び関係機関と連携して，あら

かじめ道路啓開計画を作成するとともに，定期的な見

直しを行うものとする。また，道路管理者は，当該計

画を踏まえて，道路啓開，応急復旧等に必要な人員，

資機材の確保について，民間団体等との協定の締結を

推進する。

県 防 災 計

画に整合
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22

64

下 2

第 10 項 文教災害対策

２ 対策

（３）防災上必要な計画及び訓練

ア 児童生徒等の安全確保

（略）さらに，市は，小学校就学前のこどもたちの

安全で確実な避難のため，災害時における幼稚園・

保育所等の施設と市の間，施設間の連絡・連携体制

の構築に努める。

第 10 項 文教災害対策

２ 対策

（３）防災上必要な計画及び訓練

ア 児童生徒等の安全確保

（略）さらに，市は，小学校就学前のこどもたちの

安全で確実な避難のため，災害時における幼稚園・

保育所・認定こども園等の施設と市の間，施設間の

連絡・連携体制の構築に努める。

県 防 災 計

画に整合

66

4

第４節 要配慮者等の安全確保計画

１ 基本計画

乳幼児，身体障がいのある人，知的障がいのある人，

精神障がいのある人，発達障害のある人，難病のある人，

高齢者，妊婦，外国人等のいわゆる要配慮者について，

（略）要配慮者及びその保護者等との連絡体制，状況の

確認方法等の整備・把握に努める。

第４節 要配慮者等の安全確保計画

１ 基本計画

乳幼児，身体障がいのある人，知的障がいのある人，

精神障がいのある人，発達障がいのある人，難病のある

人，高齢者，妊婦，外国人，セクシャルマイノリティ（性

的マイノリティ）等のいわゆる要配慮者について，（略）

要配慮者及びその保護者等との連絡体制，状況の確認方

岡 山 県 県

民 生 活 部

か ら の 修

正意見
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23

6 法，特性に配慮した適切な情報提供，避難誘導，避難施

設等の整備・把握に努める。

県 防 災 計

画に整合

67
下 11

２ 対策

（１）要配慮者の把握，避難行動要支援者名簿及び

個別避難計画の作成

ウ （略）計画の活用に支障が生じないよう，個別避難

計画情報の適切な 管理に努める。

市は，被災者支援業務の迅速化・効率化のため，避

難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等にデ

ジタル技術を活用するよう積極的に検討する。

また，避難行動要支援者を避難場所から指定避難

所，あるいは（略）

２ 対策

（１）要配慮者の把握，避難行動要支援者名簿及び

個別避難計画の作成

ウ （略）計画の活用に支障が生じないよう，個別避難

計画情報の適切な 管理に努める。

市は，被災者支援業務の迅速化・効率化のため，避

難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等にデ

ジタル技術を活用するよう積極的に検討する。

また，避難行動要支援者を避難場所から指定避難

所，あるいは（略）

県 防 災 訓

練に整合

68

カ 市は，次に該当する者（社会福祉施設等入所者及び

長期入院患者を除く。）を避難行動要支援者名簿に登

録する。

（ア）介護保険の要介護認定３～５を受けている者

カ 市は，次に該当する者（社会福祉施設等入所者及び

長期入院患者を除く。）を避難行動要支援者名簿に登

録する。

（ア）介護保険の要介護認定３～５を受けている者

語 句 の 統

一
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24

下 12

下 11

（イ）身体障がい者手帳１・２級の第１種を所持する身

体障がい者

（ウ）療育手帳Ａを所持する知的障がい者

（エ）精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者

（オ）難病患者

（イ）身体障がい者手帳１・２級の第１種を所持する者

（ウ）療育手帳Ａを所持する者

（エ）精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者

（オ）難病患者

69

19

シ （略）

（新設）

（２）福祉避難所等の確保

シ （略）

ス 市は，個別避難計画の作成を促進するため，避難行

動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し，制度

の周知・啓発等に努める。

（２）福祉避難所等の確保

県 防 災 計

画に整合

70

15

（３）誘導体制の整備

（略）平常時より，避難行動要支援者に関する情報

の把握及び関係者との共有に努めるとともに，情報伝

達体制の整備，個別避難計画の策定，避難誘導体制の

整備，避難訓練の実施を図る。

（３）誘導体制の整備

（略）平常時より，避難行動要支援者に関する情報

の把握及び関係者との共有に努めるとともに，情報伝達

体制の整備，避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の

策定，避難誘導体制の整備，避難訓練の実施を図る。

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

25

71
16

（５）生活の支援等

ア（略）

（カ）指定避難所・居宅等への必要な資機材（車いす，

障がい者トイレ，ベビーベッド，ほ乳びん等）の

設置・配布に関する事項

（５）生活の支援等

ア（略）

（カ）指定避難所・居宅等への必要な資機材（車いす，

障がい者用トイレ，ベビーベッド，ほ乳びん等）

の設置・配布に関する事項

語 句 の 修

正

73 ５

11

第５節 防災対策の整備・推進計画

第１項 緊急物資等の確保計画

１ 基本方針

（略）地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ，必

要とされる食料，飲料水，生活必需品，燃料，ブルーシ

ート，土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・

調達・輸送体制を整備し，それら必要な物資の供給のた

めの計画を定めておくとともに，物資調達・輸送調整等

支援システムを活用し，あらかじめ，備蓄物資や物資拠

点の登録に努める。特に，交通の途絶等により地域が孤

立した場合でも（略）無人航空機等の輸送手段の確保に

努める。

（追記）

第５節 防災対策の整備・推進計画

第１項 緊急物資等の確保計画

１ 基本方針

（略）地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ，必

要とされる物資についてあらかじめ備蓄するとともに，

災害時における調達・輸送体制を整備し，それらの物資

の供給のための計画を定めておくよう努める。特に，交

通の途絶等により地域が孤立した場合でも（略）無人航

空機等の輸送手段の確保に努める。

また，国の新物資システム（Ｂ－ＰＬo）を活用し，

施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

26

73

品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するな

ど，最新の状況を把握するものとする。

市は，避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し，快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ，簡

易トイレ，食料，飲料水，適温の食事のための炊き出し

用具やキッチン資機材，安眠確保のための段ボールベッ

ド・エアベッド等の簡易ベッド，毛布，プライバシー確

保のためのパーティション，衛生促進のための入浴設

備，洗濯設備，乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク，

乳児・小児用おむつ，大人用おむつ，トイレットペーパ

ー，生理用品のほか，マスクや消毒液等の感染症対策に

必要な物資等の避難生活に必要な物資を備蓄するもの

とし，これらの物資の備蓄状況については，年に１回，

広く住民に公表するものとする。この際，避難生活に必

要な物資の備蓄については，想定し得る最大規模の災害

における想定避難者数と，それに対して必要となる備蓄

量（最低３日間，推奨１週間）を推計し，推計した必要

備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。また，備

蓄品の調達に当たっては，要配慮者，女性，子どもにも

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

27

73 下 9

下 5

被災地で求められる物資は，時間の経過とともに変化

することを踏まえ，（略）

２ 対策

（１）体制の整備

（略）物資の性格に応じ，集中備蓄又は避難所の位

置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても

配慮するとともに，備蓄拠点を設けるなど，体制の整

備に努める。（略）

県及び市は，大規模な災害発生のおそれがある場

合，事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用い

て備蓄状況の確認を行うとともに，（略）

配慮するものとする。

被災地で求められる物資は，時間の経過とともに変化

することを踏まえ，（略）

２ 対策

（１）体制の整備

（略）物資の性格に応じ，集中備蓄又は指定避難所

等の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対

しても配慮するとともに，物資拠点を設けるなど，体

制の整備に努める。（略）

県及び市は，大規模な災害発生のおそれがある場

合，事前に新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）を用いて備

蓄状況の確認を行うとともに，（略）

県 防 災 計

画に整合

74

1

ットワークの中から，県は広域物資輸送拠点を，市は

地域内輸送拠点を速やかに開設し，指定避難所までの輸

送体制を確保するとともに，その周知徹底を図る。

（略）

ットワークの中から，県は広域物資輸送拠点を，市は

地域内輸送拠点を速やかに開設するとともに，民間事業

者との災害時連携協定に基づいて輸送拠点での物資の

受入れ，車両の手配，輸送等を行う体制を速やかに整え，

指定避難所等までの輸送体制を確保するとともに，その

周知徹底を図る。

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

28

下 11

第２項 被災者等への的確な情報伝達活動

２ 体制整備

（略）

市は，障害の種類及び程度に応じて，障害者が，防災・

防犯情報の取得や円滑な意思疎通による緊急の通報を

迅速・確実に行うことができるようにするため，（略）

（略）

第２項 被災者等への的確な情報伝達活動

２ 体制整備

（略）

市は，障がいの種類及び程度に応じて，障がいのある

人が，防災・防犯情報の取得や円滑な意思疎通による緊

急の通報を迅速・確実に行うことができるようにするた

め，（略）

語 句 の 修

正

75

下 15

第３項 笠岡市防災組織計画

２ 対策

（１）職員の体制

ア （略）

（新設）

第３項 笠岡市防災組織計画

２ 対策

（１）職員の体制

ア （略）

イ 市は，災害対応業務に従事する職員の健康管理等を

徹底するものとする。

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

29

下 15 イ （略） ウ （略） 項 目 新 設

に 伴 う 項

目 名 の 修

正

75

下 10

（２）防災関係機関相互の連絡体制

ア （追記）

（２）防災関係機関相互の連絡体制

ア 災害が発生し，又は発生するおそれがある場合（以

下「災害時」という。）の災害応急対策，災害復旧・復

興を迅速かつ円滑に行うための備えを平時から十分

行うとともに，職員間及び住民個々の防災力の向上を

図り，特に，災害時においては状況が刻々と変化して

いくことや，詳細な情報を伝達するいとまがないこと

から，情報の発信側が意図していることが正確に伝わ

らない事態が発生しやすくなる。こうした事態を未然

に防ぐ観点から，関係機関は，防災対策の検討等を通

じて，お互いに平時から災害時の対応についてコミュ

ニケーションをとっておくこと等により，「顔の見え

る関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるととも

に，訓練・研修等を通じて，構築した関係をさらに持

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

30

75

災害時には，防災関係機関相互の連携体制が重要で

あり，（略）災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害

応急対策等が行えるように努めるものとし，

（追記）

協定締結などの連携強化に

続的なものにするよう努める。

市は，訓練等を通じて，応急対策職員派遣制度を活

用した応援職員の受入れについて，活用方法の習熟，

発災時における円滑な活用の促進に努める。

市は，国と連携して，避難生活に必要な物資の備蓄，

避難所環境の整備，地域のボランティア人材の確保・

育成や災害発生時における官民連携の強化など，地域

防災力の向上に努める。

災害時には，防災関係機関相互の連携体制が重要で

あり，（略）災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害

応急対策等が行えるように努めるものとする。

市は，災害時に公共的団体又は民間の団体との連携

を迅速に行うことができるよう，防災会議を構成する

関係者等との間で，当該団体が災害時等に担うべき役

割，当該団体との連携体制の構築や役割分担について

の認識を共有し，このような連携に関する基本的な方

針を地域防災計画に反映させた上で，当該方針を踏ま

えて個々の協定の締結など，連携強化を進めるよう努

めるものとする。併せて，協定締結などの連携強化に

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

31

当たっては，訓練等を通じて，災害時の連絡先，要請

手続等の確認を行うなど，（略）石油販売業者と，燃

料の優先供給について協定の締結を推進するととも

に，平時から受注機会の増大などに配慮するよう努め

る。

当たっては，訓練等を通じて，災害時の連絡先，要請

手続等の確認を行うなど，（略），石油販売業者と，燃

料の優先供給について協定の締結を推進するととも

に，平時から受注機会の増大などに配慮するよう努め

る。

76

14

18

オ （略）他の地方公共団体からの物資の提供，人員の

派遣，廃棄物処理等，相互に連携・協力し速やかに災

害対応を実施できるよう，（略）協定締結も考慮する。

（追記）

オ （略）他の地方公共団体からの物資の提供，人員の

派遣，災害廃棄物処理等，相互に連携・協力し速やか

に災害対応を実施できるよう，（略）協定締結も考慮

する。

市は，定期的に災害廃棄物処理に関する研修，訓練

を実施するとともに，必要に応じて，災害廃棄物処理

計画の見直しを行い，計画の実効性の向上に努める。



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

32

下 11

カ （略）仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿

泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。

（追記）

コ 市は，消防の広域化を推進するなど，消防の対応力

の強化を図るよう努めるとともに，消防の応援につい

て近隣市町村及び県内全市町村等と締結した協定に

基づいて，（略）

カ （略）仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿

泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。

また，市は，自ら派遣する応援職員が円滑に活動で

きるよう，資機材や装備品等の整備に努める。

コ 市は，消防力を維持・強化していくため，自主的な

消防の広域化及び消防事務の一部について連携・協力

を推進するなど，消防の対応力の強化を図るよう努め

るとともに，（略）消防の応援について近隣市町村及

び県内全市町村等と締結した協定に基づいて，（略）

県 防 災 計

画に整合

77

4

緊急消防援助隊の充実強化を図り，実践的な訓練・研

修等を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努

める。（追記）

また，同一の水系を有する上下流の市町村間におい

緊急消防援助隊の充実強化を図り，実践的な訓練・研

修等を通じて，人命救助活動等の支援体制の整備に努

める。加えて，生命又は身体に対する重要な危険が切

迫し，位置情報取得が不可欠であると認められる場

合，救助の目的のため，携帯電話事業者に対する位置

情報要請を積極的に活用するよう努める。

また，同一の水系を有する上下流の市町村間におい

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

33

ては，相互に避難指示等の情報が共有できるよう連絡

体制を整備しておく。

シ （略）

（新設）

ス 県は，死者及び行方不明者についても（略）

ては，相互に避難指示等の情報が共有できるよう連絡

体制を整備しておく。

シ （略）

ス 市は，被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行

えるよう，事前復興まちづくり計画策定等の復興事前

準備に努める。

セ 県は，死者及び行方不明者についても（略）

県 防 災 計

画に整合

項 目 新 設

に 伴 う 項

目 名 の 修

正

81

表中

第３章 災害応急対策計画

第１節 組織計画

第１項 笠岡市防災組織計画

２ 対策

（１）防災体制の種類と基準

第３章 災害応急対策計画

第１節 組織計画

第１項 笠岡市防災組織計画

２ 対策

（１）防災体制の種類と基準

令和 7 年 4

月 1 日 の

市 組 織 変

更を反映

種類 時期 配備内容

注意 （略） 危機管理部員が，主として情報収集連絡活

種類 時期 配備内容

注意 （略） 危機管理課員が，主として情報収集連絡活



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表
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34

82

82

～83

82

～83

表中

表中

表中

（２）配備の基準 （２）配備の基準

令和 7 年 4

月 1 日 の

市 組 織 変

更を反映

令和 7 年 4

体制 動を行い，（略） 体制 動を行い，（略）

非常

体制

第一次 （略） ３ 各部の動員配備は，状況に応じ，

市本部が指示する。

体制
配備機関の一般的基準

備考
本庁機関 出先機関

注意体制 危機管理部

危機管理課長

危機管理部職

員での応急対

応（略）

警戒体制 政 策 部

企画政策課

秘書課

定住促進センター

協働のまちづくり課

デジタル推進課

会計管理部

会計課

（略）

非常

体制

第一次 （略） ３ 各部の動員配備は，状況に応じ，

自動参集する。

体制
配備機関の一般的基準

備考
本庁機関 出先機関

注意体制 危機管理監

危機管理課長

危機管理課職

員での応急対

応（略）

警戒体制 政 策 部

企画政策課

秘書課

定住促進センター

まちづくり課

デジタル推進課

会計管理者

会計課

（略）
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月 1 日 の

市 組 織 変

更を反映

令和 7 年 4

月 1 日 の

総 務 部

人事課

財政課

税務課

収納対策課

市民生活部

市民課

人権推進課

環境課

健康福祉部

まるごと支援推進課

みんな就労支援センタ

ー

地域福祉課

生活福祉課

長寿支援課

健康推進課

こども部

子育て支援課

こども育成課

建 設 部

総 務 部

総務課

人事課

財政課

税務課

収納対策課

公有財産管理課

市民生活部

市民課

人権推進課

環境課

こども・健康福祉部

まるごと支援推進課

みんな就労支援センタ

ー

福祉総務課

地域福祉課

生活福祉課

長寿支援課

健康推進課

子育て支援課

こども育成課

こども部

建 設 部
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83 表中

市 組 織 変

更を反映

84
8

（３）配備の連絡

ア 勤務時間中における配備の連絡

（ア）危機管理部長は，防災体制をとったときは（略）

イ 勤務時間外及び休日における配備の連絡

（ア）配備前における連絡

（３）配備の連絡

ア 勤務時間中における配備の連絡

（ア）危機管理監は，防災体制をとったときは（略）

イ 勤務時間外及び休日における配備の連絡

（ア）配備前における連絡

令和 7 年 4

月 1 日 の

市 組 織 変

更を反映

都市計画課

産 業 部

農政水産課

商工観光課

ふるさと寄附課

教 育 部

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

スポーツ推進課

学校給食センター

協 力 部

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員事務

局

都市計画課

産 業 部

農政水産課

商工観光課

ふるさと寄附課

教 育 部

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

スポーツ推進課

学校給食センター

協 力 部

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員事務

局
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14

18

25

28

① 宿日直者は，県（危機管理課），西日本電信電話

株式会社等から，（略）

③ 配備要員は（略）登庁した旨を危機管理部長に

告げるとともに，（略）

（イ）配備中における連絡

① 警戒体制への移行

副市長から（略）危機管理部長が関係配備要員に

（略）

② 非常体制への移行

危機管理部長は，各部長に対して（略）

① 宿日直者は，県（危機管理課），NTT 西日本株式

会社等から，（略）

③ 配備要員は（略）登庁した旨を危機管理監に

告げるとともに，（略）

（イ）配備中における連絡

① 警戒体制への移行

副市長から（略）危機管理監が関係配備要員に

（略）

② 非常体制への移行

危機管理監は，各部長に対して（略）

社 名 変 更

に よ る 修

正

85
2

（４）体制の解除

注意体制又は警戒体制の原因となった気象予報が

（略）危機管理部長は，関係部と協議のうえ（略）

（４）体制の解除

注意体制又は警戒体制の原因となった気象予報が

（略）危機管理監は，関係部と協議のうえ（略）

令和 7 年 4

月 1 日 の

市 組 織 変

更を反映

88

第２節 災害情報通信計画

第１項 予報及び警報等の種別

２ 対策

（１）気象注意報

第２節 災害情報通信計画

第１項 予報及び警報等の種別

２ 対策

（１）気象注意報

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見
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38

下 9

下 4

（略）

大雨及び洪水注意報，高潮注意報は警戒レベル２。

なお，高潮注意報は（略）

（２）気象警報

（略）岡山地方気象台が警戒を呼びかけて行う予報

である。

（略）

大雨及び洪水注意報はハザードマップによる災害

リスクの再確認等，避難に備え自らの避難行動の確認

が必要とされる警戒レベル２。なお，高潮注意報は

（略）

（２）気象警報

（略）岡山地方気象台がその旨を警告して行う予報

である。

89

89

8

10

下 9

（４）気象情報

気象の予報等について，特別警報・警報・注意報に

先立って注意を喚起する場合や，特別警報・警報・注

意報が発表された後の経過や予想，防災上の留意点が

解説される場合等に発表される。台風情報，大雨情報

等がある。台風情報，大雨情報等がある。

（５）記録的短時間大雨情報

（略）気象庁から発表される。

（４）気象情報

気象の予報等について，特別警報・警報・注意報に

先立って注意・警戒を呼びかけられる場合や，特別警

報・警報・注意報が発表された後の経過や予想，防災

上の留意点が解説される場合等に発表される。台風情

報，大雨情報等がある。台風情報，大雨情報等がある。

（５）記録的短時間大雨情報

（略）気象庁から発表される。この情報が発表された

ときは、土砂災害及び、低い土地の浸水や中小河川の

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見
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39

下 7 （６）竜巻注意情報

（略）激しい突風に対して注意を呼びかける情報で，

竜巻等の激しい突風の（略）

増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨

が降っている状況であり，実際に災害発生の危険度が

高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。

（６）竜巻注意情報

（略）激しい突風に対して注意が呼びかけられる情報

で，竜巻等の激しい突風の（略）

91

91

2

下 4

（７）キキクル（大雨・洪水警報の危険度分布）等

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位

周知河川及びその他河川 の洪水害発生の危険度の高

まりの予測を，（略）

（９）土砂災害警戒情報

（略）危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。

（７）キキクル（大雨・洪水警報の危険度分布）等

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位

周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高ま

りの予測を，（略）

（９）土砂災害警戒情報

（略）危険な場所からの避難する必要があるとされる

警戒レベル４に相当。

記 述 漏 れ

の訂正

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見
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92

92

7

7

14

表中

（13）火災気象通報

消防法に基づき，岡山地方気象台が気象の状況が火

災の予防上危険であると認めるときに，その状況を通

報するものである。

（14）火災警報

（略）

岡山地方気象台が笠岡市に発表する注意報の種類

（笠岡市の発表基準は別表１のとおり）

（13）火災気象通報

消防法第 22 条の規定により，気象の状況が火災の

予防上危険と認められるときに岡山地方気象台が岡

山県知事に対して通報し，岡山県を通じて笠岡市や消

防本部に伝達される。

（14）火災警報

（略）

岡山地方気象台が笠岡市に発表する注意報の種類

（笠岡市の発表基準は別表１のとおり）

県 防 災 計

画に整合

岡 山 地 方

気 象 台 か

注意報の種類 概要

注意報 大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等により河

注意報の種類 概要

注意報 大雨注意報 大雨により災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。ハザードマ

ップによる災害リスクの再確認等，避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２である。

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等による河
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ら の 修 正

意見

93 表中

川が増水し，災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。

川の増水により，災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。ハザード

マップによる災害リスクの再確認等，避難に

備え自らの避難行動の確認が必要とされる

警戒レベル２である。
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42

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

注意報 高潮注意報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇

が予想されたときに注意を喚起するために

発表される。

雷注意報 （略）急な強い雨への注意についても雷注

意報で呼びかけられる。

霜注意報 （略）

具体的には，4 月以降の晩霜により農作物

への被害が（略）

注意報 高潮注意報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇が

予想されたときに注意を喚起するために発

表される。高潮警報に切り替える可能性に言

及されていない場合は，ハザードマップによ

る災害リスクの再確認等，避難に備え自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル

２である。高潮警報に切り替える可能性が高

い旨に言及されている場合は，高齢者等が危

険な場所から避難する必要があるとされる

警戒レベル３に相当。

雷注意報 （略）急な強い雨への注意についても雷注

意報で呼びかけられる。

霜注意報 （略）

具体的には，4 月以降の晩霜により農作物

への被害が（略）
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94

15

表中

２ 気象警報の種類及び発表基準

岡山地方気象台が笠岡市に発表する注意報の種類

（笠岡市の発表基準は別表１のとおり）

２ 気象警報の種類及び発表基準

岡山地方気象台が笠岡市に発表する警報の種類

（笠岡市の発表基準は別表１のとおり）

誤 植 の 修

正

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

警報の種類 概要

警報 大雨警報 （略）

大雨警報には括弧を付して，大雨警報（土

砂災害），大雨警報（浸水害），大雨警報（土

砂災害，浸水害）として，特に警戒すべき事

項が明記される。

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河

川が増水し，重大な災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。

警報の種類 概要

警報 大雨警報 （略）

大雨警報には括弧を付して，大雨警報（土

砂災害），大雨警報（浸水害），大雨警報（土

砂災害，浸水害）のように，特に警戒すべき

事項が明記される。

洪水警報 上流域での降雨や融雪等による河川の増

水により，重大な災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。
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95 表中

（別表１）

警報・注意報発表基準一覧表

（別表１）

警報・注意報発表基準一覧表 岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

96

下 4

３ 気象等に関する特別警報の発表基準

（略）岡山地方気象台がその旨を警告して行う予報であ

る。大雨特別警報は災害が発生又は切迫している状況であ

り，命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する

必要があることを示す警戒レベル５に相当。高潮特別警報

は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に

相当。

３ 気象等に関する特別警報の発表基準

（略）岡山地方気象台がその旨を警告して行う予報であ

る。大雨特別警報には，大雨特別警報（土砂災害），大雨

特別警報（浸水害），大雨特別警報（土砂災害，浸水害）

のように，特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生

又は切迫している状況で，命の危険があり直ちに身の安全

を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。高

潮特別警報は危険な場所から避難する必要があるとされ

る警戒レベル４に相当。

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

警報 洪水
流域雨量

指定基準
小田川流域＝２８．２ 警報 洪水

流域雨量

指定基準
小田川流域＝２８．２
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45

97 図中

第２項 伝達系統及び実施方法

２ 対策

（１）伝達系統

ア 気象予報等

第２項 伝達系統及び実施方法

２ 対策

（１）伝達系統

ア 気象予報等

社 名 変 更

に よ る 修

正

98
図中

イ 火災の警報等

（イ）土砂災害警戒情報

（注）NHK 岡山放送局へは，夜間等の代行により NHK

広島放送局へ伝達する場合がある。

イ 火災の警報等

（イ）土砂災害警戒情報

（注）NHK 岡山放送局へは，夜間等の代行により NHK

広島放送局へ伝達する場合がある。

岡 山 地 方

気 象 台 か

ら の 修 正

意見

西日本電信電話（株）
ＮＴＴ西日本（株）

NHK 岡山放送局
（放送部）

日本放送協会
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46

99

下 4

第３項 災害情報通報計画

２ 対策

（１）災害情報の収集

（略）大規模な災害が発生した場合には，天候状況

を勘案しながら，必要に応じ，航空機，無人航空機等

による目視，撮影等による情報収集を行う。また，必

要に応じ，画像情報を利用して被害規模の把握を行

う。（略）

第３項 災害情報通報計画

２ 対策

（１）災害情報の収集

（略）大規模な災害が発生した場合には，天候状況

を勘案しながら，必要に応じ，航空機，無人航空機等

による目視，撮影等による情報収集を行うとともに，

収取した画像情報について，防災ＩｏＴシステム等を

活用し，被害規模の把握を行う。（略）

県 防 災 計

画に整合

101

下 3

エ 消防団関係

（オ）総務課は，情報連絡員，各部（各班），消防団，

（略）危機管理部長に報告するとともに（略）

危機管理部長は，総務課からの報告を（略）

（２）関係機関への連絡

ア （略）あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集

を行い，これらの情報を消防庁に報告する。また，必

要に応じ，関係省庁及び関係地方公共団体に連絡す

る。（略）

エ 消防団関係

（オ）総務課は，情報連絡員，各部（各班），消防団，

（略）危機管理監に報告するとともに（略）

危機管理監は，総務課からの報告を（略）

（２）関係機関への連絡

ア （略）あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集を

行い，これらの情報を消防庁に報告する。また，必要

に応じ，国の新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－

ＷＥＢ）を活用して関係省庁及び関係地方公共団体

に連絡する。（略）

県 防 災 計

画に整合
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頁 行 修正前 修正後 理由

47

115
図中

サ 報告の系統

［事故災害に関する情報の収集及び伝達の系統］

（ア）陸上の災害

サ 報告の系統

［事故災害に関する情報の収集及び伝達の系統］

（ア）陸上の災害 修 正 漏 れ

の訂正

126 図中

第３節 応援，派遣，雇用計画

第１項 自衛隊派遣要請計画

２ 対策

（４）災害派遣要請等手続き

エ 災害派遣要請等手続系統

（災害対策基本法第 68 条の 2 第 2項）

（災害対策基本法第 68 条の 2 第 1項）

第３節 応援，派遣，雇用計画

第１項 自衛隊派遣要請計画

２ 対策

（４）災害派遣要請等手続き

エ 災害派遣要請等手続系統

（災害対策基本法第 68条の 3 第 2 項）

（災害対策基本法第 68条の 3 第 1 項）

県 防 災 計

画に整合

中国管区警察局 中国四国管区警察局
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48

128 図中

（５）ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合

には，次の点について準備する。

（５）ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合

には，次の点について準備する。

県 防 災 計

画に整合
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頁 行 修正前 修正後 理由

49

130

16

17

第２項 その他の応援雇用計画

２ 対策

（２）指定行政機関等に対する職員の派遣要請

（追記）

ア 市長は，災害応急対策又は災害復旧のため，専門の

職員を確保する必要があるときは，指定行政機関等の

長に対し，当該機関の職員の派遣を要請する。

第２項 その他の応援雇用計画

２ 対策

（２）指定行政機関等に対する職員の派遣要請

市は，応急措置が的確かつ円滑に行われるようにす

るため，必要があると認めるときは，県に対し，指定

行政機関又は関係指定地方行政機関に対する応急措

置の実施の要請をするよう求めるものとする。また，

要求ができない場合には，その旨及び市の地域におけ

る災害の状況を指定行政機関又は指定地方行政機関

に通知する。この場合，当該通知を受けた指定行政機

関又は指定地方行政機関は，その事態に照らし緊急を

要し，県からの要請を待ついとまがないと認められる

ときは，当該要請を待たないで，応急措置を実施する

ことができる。

ア 市長は，災害応急対策又は災害復旧のため，専門の

職員を確保する必要があるときは，指定行政機関等の

長又は指定公共機関に対し，当該機関の職員の派遣を

要請する。

県 防 災 計

画に整合
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頁 行 修正前 修正後 理由

50

133
表中

第５節 消防計画

第１項 組織計画

２ 対策

（２）消防組織

笠岡市消防団

（令和 6 年 10 月 31 日）

第５節 消防計画

第１項 組織計画

２ 対策

（２）消防組織

笠岡市消防団

（令和 7 年 10 月 31 日）

笠 岡 地 区

消 防 組 合

か ら の 修

正意見

時点修正分団名 部数 実員 分団名 部数 実員

本部

団長

副団長

女性団員

1

3

19

吉田 2 42

新山 1 33

北川 1 67

神内 3 75

笠岡 5 79 大島 4 78

今井 1 57 神外 3 54

金浦 3 62 白石島 1 47

分団名 部数 団員数 分団名 部数 団員数

団本部 １ 19 吉田 2 41

新山 1 32

北川 1 66

神内 3 74

笠岡 5 72 大島 4 76

今井 1 55 神外 3 50

金浦 3 62 白石島 1 47
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頁 行 修正前 修正後 理由

51

134

下 14

下 9

下 5

第２項 消防施設

２対策

（３）消防施設・設備等

イ 市は，地域における消防防災の中核として重要な

役割を果たす消防団の施設，装備の充実を図る。

ウ （略）

（新設）

第２項 消防施設

２対策

（３）消防施設・設備・体制等

イ 市は，地域における消防防災の中核として重要な

役割を果たす消防団の施設，装備強化に向けて，大

規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施

設の充実，処遇の改善，無人航空機等のデジタル技

術の活用の加速化，必要な資格の取得など実践的な

教育訓練体制の充実を図るとともに，青年層，女性

層を始めとした団員の入団促進等に取り組むもの

とし，自主防災組織や防災士等の多様な主体との連

携や，地域住民と消防団の交流等を通じた消防団員

がやりがいを持って活動できる環境づくりを進め

るよう努める。

ウ （略）

エ 消防本部は，大規模災害発生時や津波警報下での

県 防 災 計

画に整合

城見 3 54 北木島 3 55

陶山 1 48 真鍋島 3 40

大井 3 68 計 37 880

城見 3 53 北木島 3 53

陶山 1 45 真鍋島 3 39

大井 3 69 計 38 853



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

52

安全・的確な消防活動の実施のため，県や市の防災

担当部局等と連携した消防計画の策定，見直し等に

より，津波時の浸水想定等を勘案した消防体制の整

備に努める。

139
下 11

第６節 避難計画

２ 対策

（１）避難の指示等及び報告・通知

ア 市長（災害対策基本法第 60 条第１項）

（ア）指示等

災害時で，特にその必要があると認められると

きは，必要と認める地域の居住者，滞在者その他の

者に対し，（略）

第６節 避難計画

２ 対策

（１）避難の指示等及び報告・通知

ア 市長（災害対策基本法第 60 条第１項）

（ア）指示等

災害が発生し，又はおそれがある場合，気象台や

消防機関等の関係機関から情報を収集し，特にその

必要があると認められるときは，必要と認める地域

の居住者，滞在者その他の者に対し，（略）

県 防 災 計

画に整合

144 5

（３）避難誘導及び移送

ウ 避難の受入れ及び情報提供

（略）

県及び保健所設置市は，新型インフルエンザ等感

染症等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時

（３）避難誘導及び移送

ウ 避難の受入れ及び情報提供

（略）

県及び保健所設置市は，新型インフルエンザ等感

染症等（指定感染症及び新感染症を含む。）発生時

岡 山 県 保

健 医 療 部

か ら の 修

正意見
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頁 行 修正前 修正後 理由

53

における感染症の（略） における感染症の（略）

147

12

（５）指定避難所の設置

イ 指定避難所等の指定

（略）再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発

電設備等の整備に努める。

市は，指定避難所又はその近傍で地域完結型の備

蓄施設を確保し，食料，飲料水，携帯トイレ，簡易

トイレ，非常用電源，常備薬，マスク，消毒液，体

温計，段ボールベッド，パーティション，炊き出し

用具，毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に

必要な物資等の備蓄に努める。また，備蓄品の調達

にあたっては，要配慮者，女性，子どもにも配慮す

る。指定避難所となる施設において，あらかじめ，

必要な機能を整理し，（略）

（５）指定避難所の設置

イ 指定避難所等の指定

（略）再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発

電設備等の整備に努める。

市は，指定避難所又はその近傍で地域完結型の備

蓄施設を確保し，食料，飲料水，携帯トイレ，簡易

トイレ，非常用電源，常備薬，マスク，消毒液，体

温計，段ボールベッド，パーティション，炊き出し

用具，毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に

必要な物資等の備蓄に努める。また，備蓄品の調達

にあたっては，要配慮者，女性，子どもにも配慮す

る。指定避難所となる施設において，あらかじめ，

必要な機能を整理し，（略）

県 防 災 計

画に整合



笠岡市地域防災計画（風水害対策編）新旧対照表

頁 行 修正前 修正後 理由

54

下 5

エ 指定避難所の開設

市は，災害時に必要に応じて指定避難所を開設

し，住民等に対し周知徹底を図るとともに速やかに

県に報告する。市は，災害の規模にかんがみ，必要

な避難所を可能な限り当初から開設するよう努め

る。（略）

エ 指定避難所の開設

市は，災害時に必要に応じて指定避難所を開設

し，住民等に対し周知徹底を図るとともに，指定避

難所については，当該避難所に付与された全国共通

避難所・避難場所ＩＤを速やかに県に報告する。市

は，災害の規模にかんがみ，必要な避難所を可能な

限り当初から開設するよう努める。（略）

148

下 3

カ 宿泊施設提供事業の実施

［県］

県と岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合（この項

において「組合」という。）は，災害救助法の適用

を受ける大規模災害時に，避難所での生活が困難な

要援護者（高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦等）

等の避難場所として，（略）

カ 宿泊施設提供事業の実施

［県］

県と岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合（この項

において「組合」という。）は，災害救助法の適用

を受ける大規模災害時に，避難所での生活が困難な

要配慮者（高齢者，障がいのある者，乳幼児，妊産

婦等）等の避難場所として，（略）

語 句 の 修

正

149

8

9

［市］

（略）

宿泊施設提供事業を実施する市は，宿泊施設を利

用する要支援者等の選定，宿泊施設との宿泊や食事

に関する連絡調整，要支援者等の宿泊施設への移送

［市］

（略）

宿泊施設提供事業を実施する市は，宿泊施設を利

用する要配慮者等の選定，宿泊施設との宿泊や食事

に関する連絡調整，要配慮者等の宿泊施設への移送

語 句 の 修

正
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55

手段の確保等を行う。（略） 手段の確保等を行う。（略）

150

6

9

（６）避難所の運営管理

ク （略）そのため，避難所開設当初からパーティシ

ョンや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する

よう努めるとともに，食事供与の状況，トイレの設

置状況等の把握に努め，必要な対策を講じる。また，

避難の長期化等に対応し，プライバシーの確保状

況，入浴施設設置の有無及び利用頻度，洗濯等の頻

度，（略）避難者の健康状態や避難所の衛生状態の

把握に努め，栄養バランスのとれた適温の食事や，

入浴，（略）

（６）避難所の運営管理

ク （略）そのため，避難所開設当初から状況に応じ

てプライバシー確保のためのパーティションや段

ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努め

る。併せて，栄養バランスのとれた適温の食事を提

供できるよう，炊き出しに利用できる学校給食施設

等の場所，調理器具や食料を確保することに努める

ともに，快適なトイレの設置状況，し尿処理状況，

健康のための入浴施設の設置状況等の把握に努め，

必要な対策を講ずる。また，避難の長期化等に対応

し，プライバシーの確保状況，入浴施設設置の有無

及び利用頻度，洗濯等の頻度，医師，保健師，看護

師，管理栄養士等による巡回の頻度，暑さ・寒さ対

策の必要性，食料の確保，配食等の状況，ごみ処理

県 防 災 計

画に整合

9 行 目 に

（略）と記

載 し た 内
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56

150

下 17 コ 指定避難所の運営における意思決定の場への女

性の参画を推進するとともに，男女のニーズの違い

等男女双方の視点等に配慮する。特に，男女別の物

干し場，更衣室，授乳室の設置や生理用品，女性用

下着の女性による配布，男女ペアによる巡回警備や

防犯ブザー等の配布による指定避難所における安

全性の確保など，性別や子育て家庭のニーズに配慮

した指定避難所の運営管理に努めるものとする。

の状況など，避難者の健康状態や避難所の衛生状態

の把握に努め，栄養バランスのとれた適温の食事

や，入浴，（略）

コ 指定避難所等の運営における意思決定の場への

女性や子育て家庭の参画を推進するとともに，男女

のニーズの違い等男女双方の視点等への配慮や子

ども・若者の居場所の確保に努める。特に，男女別

の物干し場，更衣室，授乳室の設置や生理用品，女

性用下着の女性による配布，男女ペアによる巡回警

備や防犯ブザー等の配布による指定避難所等にお

ける安全性の確保，キッズスペースや学習スペース

の設置など，性別や子育て家庭，子供・若者のニー

ズに配慮した指定避難所等の運営管理に努める。

容を明記

県 防 災 計

画に整合

151

13

タ （略）

（新設）

タ （略）

チ 市は，指定避難所だけでなく，協定・届出避難所

として位置付けられた避難所についても，あらかじ

め情報を把握するとともに，在宅避難者等が発生す

る場合や，避難所のみで避難者等を受け入れること

県 防 災 計

画に整合
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57

13

16

チ （略）

ツ （略）

が困難となる場合に備えて，あらかじめ，在宅避難

者等の支援方策を検討するよう努める。

ツ （略）

テ （略）

項 目 新 設

に 伴 う 項

目 名 の 修

正

153

13

下 15

下 8

（８）要配慮者の避難

ア 要配慮者の避難に関する対応

（エ）障がい者

（略）

特に，在宅の障がい者については（略）

イ 避難所運営における対応

（ウ）高齢者，重症心身障がい者・乳幼児等に配慮し

た食料や（略）

（８）要配慮者の避難

ア 要配慮者の避難に関する対応

（エ）障がいのある人

（略）

特に，在宅の障がいのある人については（略）

イ 避難所運営における対応

（ウ）高齢者，重症の心身障がいのある人・乳幼児等

に配慮した食料や（略）

語 句 の 修

正
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58

154
下 5

（10）広域一時滞在

ア（略）

イ（略）

（新設）

（10）広域一時滞在

ア（略）

イ（略）

ウ 被災市町村は，広域一時滞在受入先の市町村との

間で，被災住民に関する情報の共有を確実に行うも

のとする。また，受入先の市町村は，受け入れた被

災住民に対し，必要な支援情報を提供する。

県 防 災 計

画に整合

156
表中

第７節 罹災者救助保護計画

第１項 災害救助法の適用・運用

２ 対策

（２）救助の種類と実施者

第７節 罹災者救助保護計画

第１項 災害救助法の適用・運用

２ 対策

（２）救助の種類と実施者

誤 植 の 修

正

令和 7 年 4

月 1 日 の

救助の種類 実施者 実施期間

3 飲料水

の確保

市上下水道部 （略）

5 医療 県本部，日赤，市，

市民病院部

（略）

6 助産 県本部，日赤，市

健康福祉部

（略）

7 学用品

の給与

確保輸送→県本部

調査・割当・配分

→市教育部

災害発生の日から，教科書

→１ケ月以内，（略）

救助の種類 実施者 実施期間

3 飲料水

の確保

市建設部 （略）

5 医療 県本部，日赤，市，

市民病院部

（略）

6 助産 県本部，日赤，市

こども・健康福祉部

（略）

7 学用品

の給与

確保輸送→県本部

調査・割当・配分

→市教育委員会

災害発生の日から，教科書

→１か月以内，（略）
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59

市 組 織 変

更を反映

157

表中 誤 植 の 修

正

166

2

第５項 応急住宅計画

２ 対策

（２）災害救助法による実施基準

エ 応急仮設住宅の運営管理

（略）女性の参画を推進し，女性を始めとする生

活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。

第５項 応急住宅計画

２ 対策

（２）災害救助法による実施基準

エ 応急仮設住宅の運営管理

（略）女性の参画を推進し，女性や子ども・若者

を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮

するものとする。

県 防 災 計

画に整合

10 生業

に必要な資

金の貸与

県本部，市健康福

祉部

災害発生の日から，１ケ月

以内

10 生業

に必要な資

金の貸与

県本部，市こど

も・健康福祉部

災害発生の日から，１か月

以内

12 災 害

にかかった

住宅の応急

修理

（略） 災害発生の日から３ケ月以

内（略）

12 災 害

にかかった

住宅の応急

修理

（略） 災害発生の日から３か月以

内（略）
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60

167
下 16

第７項 清掃計画

２ 対策

（２）実施責任者

市長は，災害廃棄物の一時保管所である仮置場の配

置計画，粗大ごみ等及びし尿の広域的な処理計画を作

成し，災害により発生したごみ，し尿等を速やかに処

理して，生活環境の保全を図るための作業を実施す

る。

第７項 清掃計画

２ 対策

（２）実施責任者

市長は，災害廃棄物の一時保管所である仮置場の配

置計画，最終処分場の確保や運用方針，粗大ごみ等及

びし尿の広域的な処理計画を作成し，災害により発生

したごみ，し尿等を速やかに処理して，生活環境の保

全を図るための作業を実施する。

県 防 災 計

画に整合

175 下 1

第 11 項 防疫計画

２ 対策

（２）防疫活動組織

ア 防疫体制の強化

（追記）

防疫活動の徹底を図るため，市は医師会，その他

第 11 項 防疫計画

２ 対策

（２）防疫活動組織

ア 防疫体制の強化

市は，被災地，特に避難所等においては，生活環

境の激変に伴い，被災者が心身双方の健康に不調を

来す可能性が高いため，常に良好な衛生状態を保つ

ように努めるとともに，被災者の健康状態を十分把

握し，必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含め

た対策を行う。

防疫活動の徹底を図るため，市は医師会，その他

県 防 災 計

画に整合
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関係機関，団体の協力，援助を要請する。 関係機関，団体の協力，援助を要請する。

179

表中

第 12項 災害弔慰金の支給並びに援護資金等の貸付計画

２ 対策

（３）災害援護資金

イ 貸付限度額

第 12項 災害弔慰金の支給並びに援護資金等の貸付計画

２ 対策

（３）災害援護資金

イ 貸付限度額 誤 植 の 修

正

183 17

第８節 公益事業対策

２ 対策

（１）上下水道施設

イ 実施方法

（ア）応急給水の実施

（追記）

第８節 公益事業対策

２ 対策

（１）上下水道施設

イ 実施方法

（ア）応急給水の実施

断水が発生した場合，速やかに，断水状況を把

握した上で応急給水計画を策定するとともに，応

急給水に必要な人員，給水車及び資機材を確保す

る。また，災害発生時において，上水道の構造等

を勘案して，速やかに，上水道施設の巡視を行い，

損傷その他の異状があることを把握したときは，

県 防 災 計

画に整合

被害の種類及び程度 限度額（円）

① 世帯主の１ケ月以上の負傷 （略）

被害の種類及び程度 限度額（円）

① 世帯主の１か月以上の負傷 （略）
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62

183 19

減・断水の状況によっては，臨時給水所を設置

し，給水車等により応急給水を実施するととも

に，住民に対して給水場所や給水時間等について

広報する。

特に，障がい者，高齢者等の要配慮者に配慮し

た給水を行う。

施設の機能を維持するために必要な応急措置を

講ずる。

減・断水の状況によっては，臨時給水所を設置

し，給水車等により応急給水を実施するととも

に，住民に対して給水場所や給水時間等について

広報する。

特に，障がいのある人，高齢者等の要配慮者に

配慮した給水を行う。

語 句 の 修

正

192 11

第 10 節 交通輸送計画

第１項 道路交通対策

２ 対策

（２）交通規制の実施（略）

（新設）

第９節 文教対策

第２項 教材，学用品等の支給

２ 対策

（２）交通規制の実施（略）

（３）道路啓開

道路管理者等は，その管理する道路について，早急

に被害状況を把握し，国に報告するほか，道路啓開を

行い緊急車両の通行の確保に努める。道路啓開につい

て，道路管理者等，県警察，消防機関，自衛隊等は，

状況に応じて協力して必要な措置をとるものとする。

道路管理者等は，民間団体との間の応援協定に基づ

県 防 災 計

画に整合
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192

11

14

（３）交通規制の把握（略）

（４）ＪＲとの連携（略）

き，道路啓開等に必要な人員，資機材等の確保に努め

る。

（４）交通規制の把握（略）

（５）ＪＲとの連携（略）

項 目 新 設

に よ る 項

目 番 号 の

修正

211

2

下 9

第 18 節 ボランティアの受け入れ，活動支援計画

２ 対策

［社会福祉協議会］

県・市社会福祉協議会は，高齢者，障がい者等の要支援

者を中心とした被災者の（略）

［専門分野のボランティア関係機関等］

救出，消火，医療，看護，介護，通訳，翻訳等の専門知

識や技術を要するボランティアについては，

第 18 節 ボランティアの受け入れ，活動支援計画

２ 対策

［社会福祉協議会］

県・市社会福祉協議会は，高齢者，障がいのある人等の

要支援者を中心とした被災者の（略）

［専門分野のボランティア関係機関等］

救出，消火，医療，看護，介護，通訳，翻訳等の専門知

識や技術を要するボランティアについては，

語 句 の 修

正

岡 山 県 看

護 協 会 か

ら の 修 正

意見
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215

11

14

下 11

第４章 災害復旧・復興計画

第２節 被災者等の生活再建等の支援

２ 対策

（１）（略）

（２）（略）

（２）（略）被災者が容易に支援制度を知ることができる

環境の整備に努める。

また，被災者支援業務の迅速化・効率化のため，被災

者台帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極的

に検討する。

（３）（略）

（４）～（16）

第４章 災害復旧・復興計画

第２節 被災者等の生活再建等の支援

２ 対策

（１）（略）

（２）（略）

（３）（略）被災者が容易に支援制度を知ることができる

環境の整備に努める。

また，被災者支援業務の迅速化・効率化のため，被災

者台帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極的

に検討する。

（４）（略）

（５）～（17）

誤 植 の 修

正

県 防 災 計

画に整合

誤 植 の 修

正


